
○在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業に

係る介護人の派遣を行う事業者の指定につい

て 

  

平成23年10月５日地基企第51号 

各 支 部 長 あ て 理 事 長 

第１次改正 平成25年２月18日地基企第８号 

第２次改正 平成26年７月３日地基企第23号 

第３次改正 平成27年５月28日地基企第24号 

第４次改正 平成30年４月24日地基企第28号 

第５次改正 令和元年５月21日地基企第７号 

第６次改正 令和元年10月１日地基企第16号 

第７次改正 令和３年１月26日地基企第２号 

 

 

 地方公務員災害補償基金業務規程（以下「規程」という。）第26条の規定に基

づき、別添協定書写しのとおり公益社団法人日本看護家政紹介事業協会（以下「協

会」という。）と在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業の実施に関する契約

を締結し、協会の会員である民営職業紹介事業者を規程第28条の３に規定する介

護人の派遣を行う事業者として指定したので通知します。 

  なお、「在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業に係る介護人の派遣を行う

事業者の指定について（平成19年４月11日地基企第27号）」は、廃止します。 

  



別添 

 

協  定  書 

 

 地方公務員災害補償基金（以下「甲」という。）と公益社団法人日本看護家政

紹介事業協会（以下「乙」という。）とは、地方公務員災害補償法施行規則第38

条第１項第６号に規定する在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業に基づくホ

ームヘルパー等の派遣について、次のとおり協定する。 

 

第１条 ホームヘルパー等の派遣は、乙の会員である厚生労働大臣許可の有料職

業紹介事業者（以下「紹介所」という。）が、この協定に基づき、地方公務員

災害補償基金業務規程第28条の３に定める障害を有する者（以下「被災職員」

という。）からの求人に対してホームヘルパー等を紹介することにより行うも

のとする。 

第２条 ホームヘルパー等の派遣を受けようとする被災職員は、あらかじめ、当

該被災職員を所管する甲の支部長（以下「甲の支部長」という。）が発行する

介護券（別紙様式１）の交付を受けなければならない。 

第３条 紹介所は、被災職員からの求人に対し、被災職員が必要とする介護サー

ビス又は家事援助サービスの内容に照らし適当と認められる者であって、原則

として、労災保険に特別加入している者を責任を持って紹介するものとする。 

２ 紹介所が紹介するホームヘルパー等は、原則として賠償責任保険加入者とす

る。 

第４条 紹介所が紹介するホームヘルパー等は、保健師、看護師、准看護師、介

護福祉士、介護職員初任者研修課程又は同等以上の課程の修了者、労災ホーム

ヘルパーその他家事援助の経験を有する者とする。 

第５条 ホームヘルパー等が行う介護サービス及び家事援助サービスの範囲は次

のとおりとする。 

(1) 入浴、排せつ、食事等の介護 

ア 入浴の介護 

イ 排せつの介護 

ウ 食事の介護 



エ 衣類着脱の介護 

オ 身体の清拭、洗髪 

(2) 調理、洗濯、掃除等の家事 

ア 調理 

イ 衣類の洗濯及び補修 

ウ 住居等の掃除その他の整理整頓 

エ 生活必需品の買い物 

オ 関係機関との連絡 

(3) 生活等に関する相談及び助言 

生活、身上、介護に関する相談及び助言 

(4) 外出時における移動の介護 

外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること 

(5) 前各号に掲げる介護及び家事援助に附帯する便宜の供与 

前各号に附帯する介護、家事、相談及び助言 

第６条 被災職員が紹介所にホームヘルパー等の求人の申込みをするときは、当

該紹介所に対し、原則として、紹介を受けることを希望する日の前日までに、

次の事項を連絡するものとする。 

(1) 本協定による求人であること 

(2) 求人をする被災職員（以下「求人者」という。）の住所、氏名及び電話番

号 

(3) 求める介護サービス及び家事援助サービスの内容 

(4) サービスを希望する日時 

(5) 希望する期間 

(6) その他必要な事項 

第７条 紹介所は、求人者に対してホームヘルパー等を紹介するときは、利用期

間の開始の日に、求人者あての紹介状等必要な書類をホームヘルパー等に持参

させるものとする。 

２ 求人者とホームヘルパー等とは、利用期間の開始の日に、必ず労働条件を相

互に確認するものとする。 

第８条 ホームヘルパー等の勤務時間は、原則として、午前９時から午後５時ま

での時間帯（以下この条において「標準時間帯」という。）のうちの３時間又



は６時間若しくは標準時間帯を含む９時間（休息時間を含む）とし、勤務が標

準時間帯以外の時間帯である場合等の取扱いについては、本協定書に附帯する

「ホームヘルプ費用等に関する覚書」（以下「覚書」という。）によるものと

する。 

第９条 ホームヘルパー等の賃金及び交通費、紹介手数料、受付手数料並びに労

災保険特別加入保険料に充てるべき手数料等（以下「ホームヘルプサービス費

用」という。）の額は、覚書によるものとし、求人者は介護サービス又は家事

援助サービスを受ける都度、介護券（介護サービス又は家事援助サービスを受

ける時間３時間につき１枚）を、記名確認の上、ホームヘルパー等に交付する

ものとする。 

２ ホームヘルパー等は、交付を受けた介護券の半券（事業者用）を紹介所に提

出するものとし、紹介所は当該介護券に基づき介護人派遣費用請求書（別紙様

式２）によりホームヘルプサービス費用を算定するものとする。 

第10条 ホームヘルパー等は、前条により算定されたホームヘルプサービス費用

のうち、賃金に相当する額（以下「賃金相当額」という。）及び交通費につい

て、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者に請求するものとする。 

(1) 賃金相当額の10分の３に相当する額 求人者 

(2) 賃金相当額と交通費の合計額から前号に定める額を差し引いた額 甲の

支部長 

２ 前項第２号の請求は、紹介所が作成した介護人派遣費用請求書の写しに介護

券の半券（介護人用）を添付することによって行うものとする。 

第11条 前条の規定に基づく請求について、ホームヘルパー等は、紹介所にその

手続を委任することができるものとする。 

第12条 紹介所は、ホームヘルプサービス費用から賃金相当額、交通費を差し引

いた額を、介護人派遣費用請求書に介護券の半券（事業者用）を添付すること

により甲の支部長に請求するものとする。 

第13条 甲の支部長は第10条第１項第２号及び前条の規定に基づく請求を受けた

ときは、原則として､30日以内に支払うものとする。 

第14条 ホームヘルパー等及び紹介所は、求人者及び甲の支部長からホームヘル

プサービス費用の支払いを受けたときは、領収書を発行する等所要の手続をと

るものとする。 



２ 前項の規定にかかわらず、ホームヘルパー等及び紹介所は、当該ホームヘル

プサービス費用を振込の方法により受領する場合には、その受領分について領

収書の発行を要しない。 

第15条 この協定及び覚書について、甲は被災職員に対し、乙は紹介所に対し、

それぞれ周知徹底を図るものとする。 

第16条 乙は、紹介所を通じてホームヘルパー等に対し、求人者の人格を尊重す

るとともに、業務中に知り得た求人者の身上及び家庭に関する秘密等を他に漏

らすことがないよう指導に努めるものとし、この協定が解除された場合にあっ

ても同様とする。 

第17条 甲（被災職員を含む。）及び乙（紹介所及びホームヘルパー等を含む。）

は、この協定から生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は担保に供して

はならないものとする。 

第18条 この協定の有効期限は、令和３年１月26日から令和３年３月31日までと

する。ただし、有効期間満了１か月前までに、甲又は乙から意思表示がないと

きは、さらに向こう１年間引き続き効力を有するものとし、それ以後の満了の

場合も同様とする。 

第19条 この協定に定めのない事項、この協定について疑義が生じた場合の措置

及び覚書の改定等については、必要の都度、甲、乙協議の上、決定するものと

する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、双方記名押印のうえ、各自

１通を保有するものとする。 

 

 令和３年１月26日 

           甲 地方公務員災害補償基金 

               理事長  境   勉 

 

           乙 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会 

               会 長  戸 苅 利 和



別紙様式１（表） 

 

                発行番号                        発行番号          

介 護 券（介護人用）   介 護 券（事業者用）  

 
 １ 申請者名              
 
 ２ 発 行 日      年  月  日 
 
 ３ 有効期限      年  月  日まで 
 

 ４ 発 行 者  地方公務員災害補償基金                  

                       支部長          
 
 
介護を受けた日時 
           

 年 月 日 
午前

午後  時  分～
午前

午後  時  分 

              
 
  申請者記名欄 
    住所 
    氏名                
 

 

 
 １ 申請者名              
 
 ２ 発 行 日      年  月  日 
 
 ３ 有効期限      年  月  日まで 
 

 ４ 発 行 者  地方公務員災害補償基金 

                         支部長          
 
 
介護を受けた日時 
                                    

 年 月 日 
午前

午後  時  分～
午前

午後  時  分 

  
 
  申請者記名欄 
    住所 
    氏名                
 

 

 



別紙様式１（裏） 
 

 この券を使用する方に 

１ この券で介護を受ける場合、介護費用の３割相当額を 

ご負担いただきます。 

２ この券は、介護を受けた都度、介護人にお渡しください。 

３ この券は、介護を受ける時間が３時間の場合は１枚、 

６時間の場合は２枚、９時間の場合は３枚必要です。 

４ この券は、同日に４枚以上（９時間を超えて）使用す 

ることはできません。 

５ この券は、本人以外は使えません。 

６ この券は、有効期限を経過したときは使えません。 

７ 有効期限の訂正をしたものは使用できません。 

８ 年月日の記載には元号を用いてください。 

◇                       ◇ 

 事業者の方へ 

１ 地方公務員災害補償基金への請求は、本券を添付した「介

護人派遣費用請求書」により行ってください。 

２ 介護人の賃金について、介護人に代わって請求する場 

合は介護券（事業者用）と介護券（介護人用）を切り離 

さずに提出してください。 

 介護人（ホームヘルパー等）の方へ 

１ この券は、介護を行った都度、被災職員から受けとっ

てください。その際、記入事項（特に、申請者の氏名、

有効期限）を確認してください。 

２ この券は、介護を行った時間が３時間の場合は１枚、

６時間の場合は２枚、９時間の場合は３枚受けとってく

ださい。 

３ この券は、同日に４枚以上（９時間を超えて）受けと

ることはできません。 

４ この券は、介護を行った後、事業者（紹介所）に提出

してください。 

５ 賃金についてご自分で請求する場合には、事業者（紹

介所）で介護券（介護人用）を介護券（事業者用）から

切り離してもらい、事業者（紹介所）の作成する「介護

人派遣費用請求書」の写しに添付して、地方公務員災害

補償基金     支部長に請求してください。 

６ 被災職員へは、「介護人派遣費用請求書」のⅡの２の

(1)の額を直接請求してください。      

 



別紙様式２ 

介 護 人 派 遣 費 用 請 求 書 
                                                             年  月  日 

Ⅰ 

介
護
人
記
入
欄 

１ 被介護者氏名                 

２ 介護をした日及び時間       年  月  日   時～  時（□３  □６  □９時間） 

３ ホームヘルパー等の資格      

  □保健師・看護師・准看護師  □介護職員初任者研修課程又は同等以上の課程の修了者 

  □介護福祉士         □労災ホームヘルパー     □その他 

４ 通勤経路 

 

 

５ 交通費              円   

Ⅱ 

紹
介
所
記
入
欄 

１ 総請求金額の算定 
 

①基 本 賃 金        円 ②付 加 料 金      円 ③小計(①＋②)     円 

④交 通 費        円 ⑤受付手数料        円 ⑥紹介手数料      円 

⑦労災特別加入
保険料に充て
るべき手数料 

 

円 

 

⑧合 計（③＋④＋⑤＋⑥＋⑦）    円 

２ ホームヘルパー等の請求額 

 (1)求人者に対する請求額                             円（③の３割相当額）…⑨ 

 (2)地方公務員災害補償基金    支部長に対する請求額      円（③＋④－⑨） 

３ 紹介所の請求額                          円（⑤＋⑥＋⑦） 

Ⅲ 

介
護
人
の
請
求 

地方公務員災害補償基金    支部長 殿 

    

  □ 上記Ⅰの介護・家事援助にかかる賃金及び交通費を請求します。 

  □ 上記Ⅰの介護・家事援助にかかる賃金及び交通費の請求手続を       紹介所に 

   委任します。 
     請求金額     円（Ⅱの２の(2)の額）  氏名              

                                                住所              

  □ 上記委任に基づき、介護・家事援助にかかる賃金及び交通費を請求します。 

     請求金額     円（Ⅱの２の(2)の額）    紹介所名             

                                                所在地              
                                                代表者氏名             

 振込先金融機関 
 

金融機関名             銀行       支店 口座種別 □普通預金 □当座預金 

口 座 番 号  預金名義者  
 

Ⅳ 

紹
介
所
の
請
求 

地方公務員災害補償基金    支部長 殿 

 

  上記Ⅰのホームヘルパー等の紹介にかかる手数料及び労災保険特別加入保険料に充てるべ 

き手数料を請求します。 

   請求金額         円 （Ⅱの３の額） 

                        紹介所名            

                                                所在地             
                                                代表者氏名           

 振込先金融機関 
 

金融機関名             銀行       支店 口座種別 □普通預金 □当座預金 

口 座 番 号  預金名義者  
 



ホームヘルプ費用等に関する覚書 

 

 地方公務員災害補償基金（以下「甲」という。）と公益社団法人日本看護家政

紹介事業協会（以下「乙」という。）とは、令和３年１月26日付け締結のホーム

ヘルパー等の派遣に関する協定書に附帯する覚書として、次のとおり定める。 

記 

１ 勤務時間について 

 勤務時間は、原則として、午前９時から午後５時までの時間帯（以下「標準

時間帯」という。）のうちの３時間又は６時間若しくは標準時間帯を含む９時

間（休息時間を含む。）とするが、求人者の希望により、標準時間帯以外の時

間帯であっても、３時間、６時間又は９時間の勤務に応じるものとする。 

２ 賃金及び交通費、紹介手数料、労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料

等について 

(1) 賃金 

① 基本賃金 

 ホームヘルパー等の基本賃金は、別表「ホームヘルプ等利用料金基準表」

に定める限度額以内の額とする。 

② 付加料金 

 標準時間帯以外の時間帯に勤務する場合は、１時間につき付加料金とし

て、勤務時間３時間の基本賃金を３で除して得た額に0.25を乗じて得た額

を加算するものとする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、これ

を切り上げるものとする。 

(2) 交通費 

 ホームヘルパー等の交通費は、往復実費（交通機関の利用に要した費用の

うち社会通念上妥当と認められる範囲内のものに限る。）とする。 

(3) 紹介手数料及び受付手数料 

 紹介手数料の額は(1)で求めた賃金支払総額の11.0パーセントを限度と

し、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。また、受

付手数料は1件当たり710円を限度とする。 

(4) 労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料 

 労災保険特別加入保険料に充てるべき手数料の額は、(1)で求めた賃金支



払総額の0.55パーセントとし、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

３ 食費について 

 ホームヘルパー等は、求人者から食事を提供された場合は、１食当たり300円

として計算して得た額を求人者に支払うものとする。 

４ 乙は、甲に対して名簿の内容に変更が生じた場合、速やかに報告するものと

する。 

 

 この覚書を確実なものとするため、本書を２通作成し、双方記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。 

 

 令和３年１月26日 

 

           甲 地方公務員災害補償基金 

               理事長  境   勉 

 

           乙 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会 

               会 長  戸 苅 利 和  



別表 

ホームヘルプ等利用料金基準表 

（単位：円） 

適用地域（都道府県） 区分 勤務時間 基本料金 付加料金 

Ⅰ 埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡 

Ａ  ３時間 
6,500   

(1,950) 

１Ｈ  550 

     (165) 

Ｂ  ３時間 
4,300   

(1,290) 

１Ｈ  360 

     (108) 

Ⅱ 

栃木、茨城、群馬、新潟、富山、 

山梨、長野、愛知、三重、滋賀、 

京都、大阪、兵庫、奈良 

Ａ  ３時間 
6,000   

(1,800) 

１Ｈ  500 

     (150) 

Ｂ  ３時間 
4,000   

(1,200) 

１Ｈ  340 

     (102) 

Ⅲ 

北海道、宮城、福島、石川、 

岐阜、和歌山、鳥取、岡山、 

広島、沖縄 

Ａ  ３時間 
5,700   

(1,710) 

１Ｈ  480 

     (144) 

Ｂ  ３時間 
3,800   

(1,140) 

１Ｈ  320 

      (96) 

Ⅳ 

秋田、山形、福井、島根、山口、 

徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、 

大分 

Ａ  ３時間 
5,400   

(1,620) 

１Ｈ  450 

     (135) 

Ｂ  ３時間 
3,600   

(1,080) 

１Ｈ  300 

      (90) 

Ⅴ 
青森、岩手、高知、長崎、熊本、 

宮崎、鹿児島 

Ａ  ３時間 
5,100   

(1,530) 

１Ｈ  430 

     (129) 

Ｂ  ３時間 
3,400   

(1,020) 

１Ｈ  290 

      (87) 

 

 注１ 「区分」欄のＡは保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、介護職員初任

者研修課程又は同等以上の課程の修了者並びに労災ホームヘルパーであり、

Ｂはその他である。 

 注２ 「基本料金」及び「付加料金」の欄の（ ）は求人者負担分（基本料金又

は付加料金の 10分の３）の額である。 

 


